
別途

○ア公園緑地維持管理業務委託標準仕様書

を参照すること。



緑ヶ丘霊園草刈等業務委託  特記仕様書 

１． 墓所すそ草刈 

「墓所すそ」とは、墓所内通路において墓所に接する両端10cmの部分を指す。（下図網掛部分）

作業時は肩掛草刈機で墓所等を損傷しないよう、十分注意すること。 

２． その他 

盆・彼岸の繁忙期については、必ず霊園事務所職員と打合せを行い、作業を行うこと。 





別添

○ア公園緑地維持管理業務委託標準仕様書

を参照すること。



緑ヶ丘霊園草刈等業務委託  特記仕様書 

１． 墓所すそ草刈 

「墓所すそ」とは、墓所内通路において墓所に接する両端10cmの部分を指す。（下図網掛部分）

作業時は肩掛草刈機で墓所等を損傷しないよう、十分注意すること。 

２． その他 

盆・彼岸の繁忙期については、必ず霊園事務所職員と打合せを行い、作業を行うこと。 





仕 様 書 

１． 件 名：緑ヶ丘霊園花見警備業務委託 

２． 場 所：川崎市高津区下作延 1,241 番地 

３． 内 容： 

（１） 花見客を含む来園者の安全確保及び事故防止を目的とし、津田山口～28区十字路間におい

て、安全かつ的確な案内・交通誘導業務を行う。 

（２） 花見客が多い噴水広場を中心に園内巡視を行い、直火の使用等、霊園内の施設や他の

利用者に損害および迷惑を及ぼす行為を防止すること。

（３） 噴水広場から 28区十字路間における路上駐車は 39 区寄りに誘導し、混雑状況に応じ

て片側交互通行規制を実施すること。

４． 警備日程・時間および配置人数 

（１） 平成２４年４月６日（金）：３名（１２：００～２１：００） 

（２） 平成２４年４月７日（土）：４名（１０：００～１８：００）

（３） 平成２４年４月７日（土）：４名（１０：００～２１：００）

（４） 平成２４年４月８日（日）：８名（１０：００～１８：００）

※警備時間に準備・片付け等の時間は含まないものとする。 

※日程は、天候およびサクラの開花状況等により変更する場合がある。 

５． 警備員の資格等 

（１） 配置する警備員は警備員教育（新任・現任）を受講している者で警備業法及び関係法令に

定められた警備員の制服を着用し、名札を付けて業務にあたること。

（２） 川崎市から業務を受託した者として、来園者及び地域住民と極力トラブルを生じさせ

ないよう心掛けること。 

６． 提出書類（Ａ４版） 

（１） 警備契約報告書等（警備業法第１９条第２項による書面） 

（２） 警備計画書 

業務の実施に先立ち霊園事務所と協議した上で警備計画書を提出すること。警備計

画書には以下の内容を含むものとする。 

（ア） 警備員の配置計画（配置場所、人員、従事者名簿、時間等）及び配置図 

（イ） 警備業務の実施に係る指揮系統図 

（ウ） 緊急時における連絡体系図 

（エ） 業務責任者に関する事項（指名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明す

る書類） 

（３） 警備報告書 

各業務日毎に警備報告書（指定書式）を作成し報告する。警備状況が確認できる

写真及び従事者数が確認できる写真を添付すること。 

７． 留意事項 

（１） 配置する警備員は、無線機等を使用し相互に連絡を密に取れる体制を整えること。業

務実施上必要な物品は受託者が用意すること。 

（２） 受託者は、業務遂行に先立ち発注者と十分な打ち合わせを行うこと。  

（３） 受託者は、業務上知り得た個人情報等秘密事項は他人に漏らしてはならない。 

（４） 業務日に荒天が予想される場合の実施・変更については、実施日の前日正午までに監



督員と協議の上その指示に従うこと。 

（５） 業務終了時刻に変更が生じる場合は監督員と協議の上、その指示に従うこと。  

（６） 受託者は、本業務を実施するにあたって第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（７） 受託者は、その責に帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（８） 本仕様書に定めのない事項又は記載内容に疑義が生じた場合は、速やかに委託者の指

示を受け適切に履行すること。  

（９） 当該警備業務の実施にあたっては、警備業法及び関係法令を遵守すること。 







仕 様 書 

１． 件 名：緑ヶ丘霊園花見警備（3月）業務委託 

２． 場 所：川崎市高津区下作延 1,241 番地 

３． 内 容： 

（１） 花見客を含む来園者の安全確保及び事故防止を目的とし、津田山口～28区十字路間におい

て、安全かつ的確な案内・交通誘導業務を行う。 

（２） 花見客が多い噴水広場を中心に園内巡視を行い、直火の使用等、霊園内の施設や他の

利用者に損害および迷惑を及ぼす行為を防止すること。

（３） 噴水広場から 28区十字路間における路上駐車は 39 区寄りに誘導し、混雑状況に応じ

て片側交互通行規制を実施すること。

４． 警備日程・時間および配置人数 

（１） 平成２５年３月３０日（土）：４名（１０：００～１８：００）

（２） 平成２５年３月３０日（土）：４名（１０：００～２１：００）

（３） 平成２５年３月３１日（日）：８名（１０：００～１８：００）

※警備時間に準備・片付け等の時間は含まないものとする。 

※日程は、天候およびサクラの開花状況等により変更する場合がある。 

５． 警備員の資格等 

（１） 配置する警備員は警備員教育（新任・現任）を受講している者で警備業法及び関係法令に

定められた警備員の制服を着用し、名札を付けて業務にあたること。

（２） 川崎市から業務を受託した者として、来園者及び地域住民と極力トラブルを生じさせ

ないよう心掛けること。 

６． 提出書類（Ａ４版） 

（１） 警備契約報告書等（警備業法第１９条第２項による書面） 

（２） 警備計画書 

業務の実施に先立ち霊園事務所と協議した上で警備計画書を提出すること。警備計

画書には以下の内容を含むものとする。 

（ア） 警備員の配置計画（配置場所、人員、従事者名簿、時間等）及び配置図 

（イ） 警備業務の実施に係る指揮系統図 

（ウ） 緊急時における連絡体系図 

（エ） 業務責任者に関する事項（指名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明す

る書類） 

（３） 警備報告書 

各業務日毎に警備報告書（指定書式）を作成し報告する。警備状況が確認できる

写真及び従事者数が確認できる写真を添付すること。 

７． 留意事項 

（１） 配置する警備員は、無線機等を使用し相互に連絡を密に取れる体制を整えること。業

務実施上必要な物品は受託者が用意すること。 

（２） 受託者は、業務遂行に先立ち発注者と十分な打ち合わせを行うこと。  

（３） 受託者は、業務上知り得た個人情報等秘密事項は他人に漏らしてはならない。 

（４） 業務日に荒天が予想される場合の実施・変更については、実施日の前日正午までに監

督員と協議の上その指示に従うこと。 



（５） 業務終了時刻に変更が生じる場合は監督員と協議の上、その指示に従うこと。  

（６） 受託者は、本業務を実施するにあたって第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（７） 受託者は、その責に帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（８） 本仕様書に定めのない事項又は記載内容に疑義が生じた場合は、速やかに委託者の指

示を受け適切に履行すること。  

（９） 当該警備業務の実施にあたっては、警備業法及び関係法令を遵守すること。 







仕 様 書

件名：緑ヶ丘霊園津田山口参道電灯架設業務委託

場所：川崎市高津区下作延 1241番地
内容： 

※１ ３月２９日までに設置

※２ 霊園事務所で保管している灯具、電線を使用する。

   老朽化、被覆ビニールが損傷している電線５０ｍを交換する。

   防雨型の白熱電球（100W相当）を取り付ける。
   防雨型ソケット、金網保護ガード５個を追加する。

※３ 参道の電灯は、Ｈ＝３ｍ以上の桜の枝に架設する。

※４ 作業にあたっては、「公園緑地維持管理業務委託標準仕様書」により行い、

詳細は監督員の指示に従う。

種    別 形状・寸法等 数量 単位

① 参道電灯架設 配線：３０８ｍ

電球： ４４個（保護ガード）

手間

１ 式

② 噴水広場周辺電灯

架設

配線：６０ｍ

電球：１５個（保護ガード）

手間

１ 式

③ ビニール電線更新 電線（ＩＶ２．０㎜）、材工 ５０ ｍ

④ 電球更新、追加 防雨対応白熱電球（100W）、材工 ４０ 個

⑤ ソケット追加 防雨型、Ｅ２６、材工 ５ 個

⑥ 金網保護ガード追

加

１００Ｗ用、材工 ５ 個



緑ヶ丘霊園津田山口参道電灯架設業務委託位置図







過年度の様子



仕 様 書

件名：緑ヶ丘霊園津田山口参道電灯撤去業務委託

場所：川崎市高津区下作延 1241番地
内容： 

※１ ４月１２日～４月１６日に撤去する。

※２ 撤去した灯具、電線は霊園事務所内倉庫に整理、整頓のうえ片付ける。

※３ 作業にあたっては、「公園緑地等管理委託共通仕様書」により行い、詳細

は監督員の指示に従う。

種    別 形状・寸法等 数量 単位

① 参道電灯撤去 配線：２８０ｍ

電球： ３０個（保護ガード）

手間

１ 式

② 噴水広場周辺電灯撤

去

配線

電球：１０個（保護ガード）

手間

１ 式



緑ヶ丘霊園津田山口参道電灯撤去業務委託位置図







過年度の様子



仕 様 書 

１． 件 名：緑ヶ丘霊園花見清掃業務委託 

２． 場 所：川崎市高津区下作延 1,241 番地 

３． 内 容： 

（１） 仮設ごみ箱清掃                               7 回 

園内 17 箇所に設置された仮設ごみ箱に収容されている一般廃棄物及びその周辺約５ｍの範

囲にある一般廃棄物の収集運搬を行う。なお、ゴミ箱の内訳は以下のとおりとする。 

・仮設ごみ箱小（1.2×1.2×1ｍ）             ：12 箇所 

・金網ごみ箱大（2.4×2.4×1ｍ）         ：5 箇所 

（２） 缶・ビン・ペットボトル収集及び場内運搬                   7 回 

（ア） 缶・ビン・ペットボトルは、分別後種類ごとに 70 リットルごみ袋に入れ、園内集積場
へ搬入すること。（参考：1回あたり推定最大収集運搬量：47 程度）

（イ） 収集にあたって使用するごみ箱は、1 つのごみ袋が満杯になるまで収容し、1 回あたり
の収集で満杯に満たない場合は、引き続き次回収集に使用すること。

（ウ） 園内集積所への搬入にあたっては、運搬中にごみが落下しないよう注意すること。

４． 特記事項 

（１） 作業にあたっては、「一般廃棄物収集運搬業務仕様書」により行い、詳細については

監督員の指示に従うこと。 

（２） 業務実施上必要な物品は受託者が用意すること。 

（３） 受託者は、業務遂行に先立ち発注者と十分な打ち合わせを行うこと。  

（４） 受託者は、業務上知り得た個人情報等秘密事項は他人に漏らしてはならない。 

（５） 作業日程は別紙のとおりとするが、天候等により変更する場合がある。業務日に荒天

が予想される場合の実施・変更については、実施日の前日正午までに監督員と協議の

上その指示に従うこと。 

（６） 受託者は、業務完了後、速やかに清掃業務報告書（指定様式）を提出しなければならない。

（７） 受託者は、本業務を実施するにあたって第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（８） 受託者は、その責に帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（９） 受託者は、最終日の収集業務の完了後、仮設ごみ箱を折りたたんだ上、仮設ごみ箱設

置場所に安置すること。 



(1)仮設ごみ箱清掃 8 回

周囲（半径約5m）の清掃含む一般廃棄物の収集運搬

仮設ごみ箱の数量　　　小　12ヶ所（1.2×1.2×1.0m）・大　5ヶ所（2.4×2.4×1.0m）

(2)缶・ビン・ペットボトル収集　及び　場内運搬 8 回

仮設ごみ箱脇にある分別ごみかご内缶・瓶・ペットボトルを園内集積場へ運搬

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

園内集積場

7

7



小（1.2×1.2×1.0m）

※大（2.4×2.4×1.0m）は金網を2枚連結させたもの



小（1.2×1.2×1.0m）

※大（2.4×2.4×1.0m）



特記仕様書 

１． 件 名：緑ヶ丘霊園花見清掃（３月）業務委託 

２． 場 所：川崎市高津区下作延 1,241 番地 

３． 内 容： 

（１） 仮設ごみ箱清掃・一般廃棄物収集運搬業務… 予定数量 4,000 ㎏（４回） 

園内 17 箇所に設置された仮設ごみ箱に収容されている一般廃棄物及びその周辺約５ｍの範

囲にある一般廃棄物の収集運搬を行う。なお、ゴミ箱の内訳は以下のとおりとする。 

・仮設ごみ箱小（1.2×1.2×1ｍ）：12 箇所 

・仮設ごみ箱大（2.4×2.4×1ｍ）：5箇所 

（２） 缶・ビン・ペットボトル収集及び園内運搬業務… 予定数量 17  （4 回）170 袋 

（ア） 缶・ビン・ペットボトルは、分別後種類ごとに 70 リットルごみ袋に入れ、園内集積場
へ搬入すること。（参考：1袋あたり 0.1 とする）

（イ） 収集にあたって使用するごみ袋は、1 つのごみ袋が満杯になるまで収容し、1 回あたり
の収集で満杯に満たない場合は、引き続き次回収集に使用すること。

（ウ） 園内集積所への搬入にあたっては、運搬中にごみが落下しないよう注意すること。

４． 特記事項 

（１） 一般廃棄物収集運搬業務にあたっては、「一般廃棄物収集運搬業務仕様書」により行

い、詳細については監督員の指示に従うこと。 

（２） 業務実施上必要な物品は受託者が用意すること。 

（３） 受託者は、業務遂行に先立ち発注者と十分な打ち合わせを行うこと。  

（４） 受託者は、業務上知り得た個人情報等秘密事項は他人に漏らしてはならない。 

（５） 作業日程は別紙のとおりとするが、天候等により変更する場合がある。業務日に荒天

が予想される場合の実施・変更については、実施日の前日正午までに監督員と協議の

上その指示に従うこと。 

（６） 受託者は、業務完了後、速やかに清掃業務報告書（指定様式）を提出しなければならない。

（７） 受託者は、本業務を実施するにあたって第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（８） 受託者は、その責に帰すべき事由により発注者に損害を与えた場合、その損害を賠償

すること。  

（９） 監督員の指示により、受託者は最終日の収集業務の完了後、仮設ごみ箱を折りたたん

だ上、仮設ごみ箱設置場所に安置すること。 



(1)仮設ごみ箱清掃 8 回

周囲（半径約5m）の清掃含む一般廃棄物の収集運搬

仮設ごみ箱の数量　　　小　12ヶ所（1.2×1.2×1.0m）・大　5ヶ所（2.4×2.4×1.0m）

(2)缶・ビン・ペットボトル収集　及び　場内運搬 8 回

仮設ごみ箱脇にある分別ごみかご内缶・瓶・ペットボトルを園内集積場へ運搬

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

園内集積場

7

４回　別途日程表

４回　別途日程表

位　置　図



小（1.2×1.2×1.0m）

※大（2.4×2.4×1.0m）は金網を2枚連結させたもの



小（1.2×1.2×1.0m）

※大（2.4×2.4×1.0m）


